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１．はじめに

緊急時において原子力施設の周辺公衆の安全を確実に行うため、原子力事業者と
原子力規制庁をはじめとする関係者箇所における情報共有、共通認識を持つ手段を
整備しておく必要がある。

上記手段については、ＥＲＳＳによるデータ伝送（ハード）とＣＯＰやＥＲＣ配備資料を
用いたＴＶ会議による説明（ソフト）があげられ、ＥＲＳＳについては、伝送データ追加に
ついて検討を進めているところである（ＰＷＲは先行して検討済み）。

ただし、緊急時における情報共有については、ハードとソフトの組み合わせにて包括
的に対応すべきものであり、ＥＲＳＳの伝送パラメータ追加にあたっては、ＥＲＳＳのみ
ならず、情報共有全体のあり方を包括的に議論した上で、決定すべきと考える。

このため、ＥＲＳＳ伝送パラメータ追加にあたっての考え方について、次項以降のと
おり提案する。
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緊急時において原子力事業者と原子力規制庁が情報共有する方法（イメージ）

ＥＲＳＳ

ＣＯＰ

ＥＲＣ配備図書
（手順書等）

通報文

ＥＲＣ配備図書
（手順書等）

ＥＲＳＳ

ＣＯＰ

通報文

常時伝送

事業者から
適宜共有

状況に応じて
活用

現場からの信号を
自動で抽出

事業者の判断、認識
を基に共通認識を持
つために作成。また、
法令で定める帳票に
て状況を報告。

事前配備

伝送されるデータ
を基に状況把握

パラメータだけでは把握
しきれない状況、事業者
の認識を確認可能。

不明な箇所を質問する
等、双方向のコミュニ
ケーションで対応可能。

必要に応じて
適宜確認。

事業者 原子力規制庁（ＥＲＣ）

事業者から説明したい
資料をリエゾン経由で
提示し共通認識をもつ
ことが可能。

事業者の認識を共有可能

リアルタイムで伝送可能
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２．考え方

ＥＲＳＳに追加伝送する新規制基準適合炉（ＢＷＲ標準（案））について、以下の方針
で検討を行った。

Ｎｏ． 方 針 追加伝送パラメータの例

① ＥＡＬ判断に必要なパラメータ
原子力災害対策指針に規定される、ＥＡＬ判断基準に関連
する信号

②
ＥＡＬ説明時に必要な付帯情報
（プラントデータ）

直接ＥＡＬ判断に使用しないが、ＥＡＬ判断にあたり包括的に
確認する信号

③ 設置許可申請書記載の重大事故等対処設備によ
り計測する重要な監視パラメータ

・原子炉圧力容器、格納容器への代替注水流量等の重大
事故時に監視が必要となる信号

④

ＥＲＣプラント班が官邸用資料やとりまとめ報を作
成する上で必要なプラントデータ、あるいは事業
者が進展予測や収束戦略を説明する上で必要と
考えられるプラントデータ

・重大事故等対処設備の運転状態を確認する信号
・電源系統の表示

⑤ ＥＲＣプラント班がプラント状態や事故収束対策を
把握するための機能表示

・系統構成ができているかわかる表示方法
・可搬型重大事故等対処設備の稼働状態

①，②，④，⑤：各社共通の伝送項目区分

③：各社の対策により伝送項目が変わる可能性がある項目区分
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